
児童・幼児のヘルメット着用
（道路交通法第６３条の１０）
児童や幼児を保護する責任のある者は、

児童や幼児を自転車に乗車させるときは、
乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めな
ければならない。

指定場所における一時停止
（道路交通法第43条）
(第119条第一項：3ヶ月以下の
懲役又は5万円以下の罰金、
第二項：10万円以下の罰金)
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軽車両の並進の禁止
（道路交通法第１９条）
(２万円以下の罰金)

二人乗り等の禁止
（道路交通法第５５条）
(５万円以下の罰金)

夜間のライト点灯義務
（道路交通法第５２条）
(５万円以下の罰金)

秋田県道路交通法施行細則第11条第４号

★ 携帯電話を通話・操作、注視しながらの運転
★ 傘さし運転
★ 安定を失うおそれのある運転
★ ヘッドホンやイヤホンなどを使用して周囲の
音が充分聞こえないような状態での運転

の禁止


